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はじめに  

 

 

地方公共団体の会計は、地方自治法に基づく現金主義、単式簿記による手法が採られ

ています。この手法は、現金の出し入れを基礎としており、資金の収支を重視し、資産や債

務は、収支の結果であるという考えに基づくもので、資金の収支情報を単純明快に表す一

方で、資産や債務の情報がわかりづらいという欠点があります。 

 

そこで、資産・債務情報を的確に把握するため、総務省は、平成 13 年３月に、貸借対照

表や行政コスト計算書の作成手法（以下「旧総務省方式」という。）を公表し、地方公共団体

に対し、財務書類の作成方法を提示しました。 

 

厚木市では、旧総務省方式に基づき、平成 12 年度決算から普通会計の貸借対照表と

行政コスト計算書の作成を始めました。その後、平成 17 年 12 月には、総務省から「基準

モデル」、「総務省方式改訂モデル（以下「改訂モデル」という。）」の２つの財務書類作成モ

デルが示され、平成 20 年度決算から「改訂モデル」による財務書類４表の作成を行って

きました。 

 

さらに、平成27年 1月には、総務省から「統一的な基準による地方公会計の整備促進

について」が通知され、「発生主義・複式仕訳の導入」や、「固定資産台帳の整備」が前提と

なる「統一的な基準」による財務書類の作成が求められました。これにより公共施設等の

マネジメントへの活用の可能性が広がるほか、団体間での各種指標の比較も可能となりま

す。 

 

厚木市では、平成27年度から「統一的な基準」に基づく固定資産台帳等の整備を進め、

平成 28年度決算から、新しい基準による財務書類を作成し公表しています。
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1 作成基準 
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（１）採用モデル 

「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」（平成26年4月30日公

表）に記載された統一的な基準（以下「統一的な基準」という。） 

 

（２）作成書類と会計等範囲 

 ■２～14 ページでは、「一般会計等財務書類の概要と分析」を掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 書類名 会計等範囲 構成（(1)～(3)共通） 

ア 一般会計等財務書類 
一般会計 

公共用地取得事業特別会計 【財務書類４表】 

① 貸借対照表 

② 行政コスト計算書 

③ 純資産変動計算書 

④ 資金収支計算書 

イ 全体財務書類 
「ア」に地方公営事業会計を 

加えたもの 

ウ 連結財務書類 
「イ」に地方公共団体の関連 

団体の会計を加えたもの 

●貸借対照表の資産のうち「現金預金」の金額は、資金収支計算書の本年度残高に 

本年末歳計外現金残高を足したものに対応 

●貸借対照表の「純資産」の金額は、純資産変動計算書の本年度末残高に対応 

●行政コスト計算書の「純行政コスト」の金額は、純資産変動計算書に記載 

財務書類４表の相互関係 

① ② ③ ④ 



２ 一般会計等財務書類の概要と分析 
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〔対象範囲〕：一般会計及び公共用地取得事業特別会計 

 

（１）一般会計等 貸借対照表 
◇ 住民サービスを提供するために市が保有している資産（財産）と、その資産

をどのような財源（負債・純資産）で賄ってきたかを総括的に対照した表です。 
 

◇ 資産、負債及び純資産で構成されており、表の左右（資産の合計額と負債及  

 び純資産の合計額）が均衡していることから、バランスシートとも呼ばれてい  

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

※本ページ以降の表やグラフは、四捨五入のため計が一致しない場合があります。 
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（２）一般会計等 行政コスト計算書 

◇ １年間の行政活動のうち、資産形成に結びつかない行政サービスに係る経費、 

行政サービスの直接の対価として得られた財源を対比させた財務書類です。 

経常費用、経常収益、臨時損失、臨時利益で構成されています。 
 

◇ 経常費用と経常収益の差額が純経常行政コストとして認識され、純経常行政コ

ストから臨時損失と臨時利益を差し引きした金額が純行政コストとなります。 
 

◇ 税収等の直接的な対価性のない収入については、行政コスト計算書には計上さ

れず、純資産変動計算書(次ページ)に計上されます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

行政サービスに要する費用のうち 

現金支出（資産形成につながる支出を除く） 

+ 
非現金支出（減価償却費、不納欠損額、退職給

与引当金などへの繰入額等） 

費用の範囲 

具体的な行政サービスの対価としての

収入（使用料・手数料、分担金・負担金・

寄附金など） 

収益の範囲 
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（３）一般会計等 純資産変動計算書 

◇ 貸借対照表の純資産に計上されている各数値が、１年間でどのように変動

したかを表す財務書類です。 
 

◇ 純行政コストが、受益者負担（使用料や手数料）以外の税収や補助金（財源）

でどれだけ賄われているかについても表しています。 
 

◇ 前年度末純資産残高に、純行政コストと財源の差額を加減(本年度差額)し、

さらに、資産の変動額である「資産評価差額」や「無償所管替等」などを加

減（本年度純資産変動額）した結果が、「本年度末純資産残高」として、貸

借対照表の純資産と一致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 5 - 

 

（４）一般会計等 資金収支計算書 

◇ 現金の収支の状況を、性質の異なる業務活動収支・投資活動収支・財務活

動収支の３つに区分し表した財務書類です。キャッシュ・フロー計算書と 

も呼ばれます。 
 

◇ 貸借対照表に計上されている、流動資産の現金預金のうち、歳計現金の 

変動を表しています。 
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（５）財務書類の分析 

・対象会計  一般会計等 

・対象年度  令和４年度 

 

資産形成度 ～将来世代に残る資産はどのくらいあるか 
 

●歳入額対資産比率 

歳入総額に対する資産の比率を算定することで、形成された資産が何年分の歳入

に相当するかを見ることができます。3.0～7.0 が平均的な値となります。 

 

歳入額対資産比率： 3.1 (前年度：3.1) 

計算式：資産合計÷（CF）歳入合計 

（3,325億円÷1,075億円） 

 

※資産合計は貸借対照表、歳入合計は資金収支計算書の各部の収入合計に 

前年度末資金残高を加算した数値を用いて算出 

 

●有形固定資産減価償却率 

償却資産の取得価格に対する減価償却累計額の割合を計算することで、耐用年数

に比して償却資産の取得からどの程度経過しているかを全体として把握すること

ができます。全体としては 35％～50％が平均的な値となります。 

 

有形固定資産減価償却率： 63.2％ (前年度：63.1％) 
 

計算式：減価償却累計額÷償却資産取得価額×100 

（1,983億円÷3,137億円×100） 

 

 

 

(資産老朽化比率) 
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世代間公平性 ～将来世代と現世代との負担の分担は適切か 

●社会資本形成の世代間負担比率 

過去及び現世代によって形成された資産（純資産比率）や将来の世代が負担する

割合（将来世代負担比率）を見ることができます。 

純資産比率は 50％～90％、将来世代負担比率は 15％～40％が平均的な値となり

ます。 

 

純資産比率： 77.0％ (前年度：77.5％) 

計算式：純資産合計÷資産合計×100 

（2,560億円÷3,325億円×100） 

 

 

将来世代負担比率： 19.6％ (前年度：18.5％) 

計算式：地方債残高(※)÷有形・無形固定資産合計×100 

（568億円÷2,894億円×100） 

                  （※）特例地方債（減収補てん債・減税補てん債・臨時財政対策債）を除く。 

 

 

持続可能性（健全性） 
～財政に持続可能性があるか（どのくらい借金があるか） 

●地方債の償還可能年数 

経常的に確保できる資金で、地方債を返済した場合に何年で返済できるかを表し

ます。償還可能年数は、３年～９年が平均的な値となります。 

 

地方債の償還可能年数： 10.0 年 (前年度：12.1年) 

計算式：地方債残高÷（CF）業務活動収支（臨時収入は除く。） 

（631億円÷63億円） 
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弾力性 ～資産形成を行う余裕はどのくらいあるか 

●行政コスト対財源比率 

純経常行政コストに対する一般財源の比率を見ることによって、どれだけの当年度の

負担で賄われたかがわかります。 

比率が 100％を下回っている場合は、翌年度以降に引き継ぐ資産が形成されたか、翌

年度以降に引き継ぐ負担が軽減されたことを表し、逆に上回っている場合は、過去から

の蓄積を取り崩したか、翌年度以降に引き継ぐ負担が増加したことを表します。 

 

行政コスト対財源比率： 99.4％ (前年度：98.8％) 

計算式：純経常行政コスト(受益者負担分を除く）÷（NW）純行政コストの財源×100 

（817億円÷823億円×100） 

 

 

 

自律性 ～歳入はどのくらい税金等で賄われているか 

●受益者負担比率 

経常収益の行政コストに対する割合を算定することで、受益者負担割合を算定す

ることができます。２％～８％が平均的な値となります。 

 

受益者負担比率：4.6％ (前年度：4.3％) 

計算式：経常収益÷経常費用×100 

（39億円÷857億円×100）
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（６）市民１人当たりの状況 

・対象会計  一般会計等 

・対象年度  令和４年度 

・人  口   223,815人（令和５年 3月 31日現在） 

・そ の 他  四捨五入のため各計が一致しない場合があります。 

 

●資産・負債の状況 

①市民１人当たり資産            1,485,575 円 
うち有形固定資産 1,290,940 円 

うち無形固定資産                2,173 円 

うち投資その他資産 98,387 円 

うち流動資産 94,076 円 

 

②市民１人当たり負債                341,818 円 
うち固定負債 306,568 円 

うち流動負債 35,250 円 

 

③市民１人当たり純資産             1,143,757 円 

 

●コストの状況 

①市民１人当たり経常費用              382,836 円 

うち人件費 71,726 円 

うち物件費 139,664 円 

うちその他業務費用（支払利息等） 6,692 円 

うち移転費用（補助金、社会保障支出等） 164,753 円 

②市民１人当たり経常収益              17,627 円 

 
③市民１人当たり純経常行政コスト          365,209 円 
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（７）分析グラフ 

 

●資産総額の推移 

 ・資産総額は堅調な税収を背景に、基金などの投資その他の資産が約 58 億円

増加したことなどから、前年比約 83 億 3 千万円の増加となりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円） 
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●負債総額の推移 

◇ 負債総額は地方債残高が前年度に比べて増加したことにより、前年比 

約 34 億５千万円の増加となりました。 

 

◇ 現在、厚木市では、企業誘致に向けた土地区画整理事業、中町第２－２地

区周辺整備事業における複合施設の整備、計画的な公共施設の長寿命化事

業など、未来への投資を積極的に進めています。 

これらにより、将来的な税収増や資産老朽化比率の低下は見込めるものの、

そのために借り入れた地方債の償還が将来世代への負担へつながること

から、この双方のバランスを勘案しつつ、今後の財政需要に備えるための

財源確保や、財政負担の軽減・平準化を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円） 
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●経常費用と経常収益の推移 

◇ 経常費用は、社会保障経費や人件費の増加により、前年比約３億円の増加と

なりました。 
 

◇ 受益者負担等に伴う経常収益は、約２億６千万円の増加となりました。 
 

◇ 税収等で賄われる純経常行政コスト（収益－費用の差額）は、 

約 817 億４千万円で、前年比約４千万円の増加となりました。 
 

◇ 今後、更なる増大が確実に見込まれる社会保障経費や施設の維持補修に係

る物件費等の財源をいかに確保していくかが課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円） 
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●純資産（財源）の推移 

◇ 純資産（財源）については、国県等補助金の減により、前年比約９億円の減  

少となりました。 

 

◇ 税収等の財源（約 827 億円）が純行政コスト（約 789 億円）を上回ってい

る結果、純資産の上積み分（純資産変動額）は、約 37 億円となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円） 
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●資金の収支（キャッシュ・フロー）の推移 

◇ 業務活動収支については、安定的な税収等を背景に約 63 億円の黒字となり、

国県等補助金収入の増加により、前年比約 13 億 2 千万円の増加となりまし

た。 

 

◇ 投資活動収支は約 92 億円の赤字となり、前年比約 31 億円の赤字増加とな

りました。 

 

◇ 財務活動収支については、約 26 億円の黒字となり、前年比約 10 億 3 千万

円の増加となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円） 


